
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．労働安全衛生法に基づき、安全衛生委員会の開催は月 1回以上実

施し、５０名未満の事業所においても、準じて開催すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．１１月１日以降の「日及び月間」の限度時間を定める３６協定の

有効期間は、１１月１日から４月３０日までの６ヵ月間とするこ

と。 
 


